
















桜島の噴火（継続）

上流域への降灰等、
発生源領域の荒廃

随時除石を実施し、道路・人家等への氾濫防止

土石流の
発生・流下・堆積

除石

土砂流下状況 除石状況

土砂の堆積

砂防施設の摩耗

爆発的噴火回数 土石流回数
（野尻川）

H24年 ： 885回 21回
H25年 ： 835回 12回
H26年 ： 450回 17回
H27年 ： 737回 13回
H28年 ： 47回 11回
H29年 ： 81回 7回
H30年 ： 246回 21回
R1年 ： 228回 19回
R2年 ： 221回 12回
R3年 ： 84回 6回
R4年 ： 22回 11回

②砂防設備の機能確保（直轄砂防管理）

【概 要】

火山噴火等に伴う継続的かつ大量の土砂流出等により、適正に機能を確保するこ
とがことが著しく困難な砂防設備については、国で管理を実施しており、野尻川及び
黒神川において土石流による堆積土砂の除去や砂防設備補修を行っています。

【事業内容】
・除石工 １式
・砂防設備補修 １式

本堤の摩耗

砂防施設を適正に管理し、機能を維持

補強・補修
対策

砂防－２

腹付け

補強対策（腹付工事）

巨石張り

補修対策（摩耗対策）

完了

除石完了

爆発（噴火警戒レベル５）映像
（令和4年7月24日）



③土石流および噴火活動の監視・観測

【概 要】
桜島の降灰に伴う土石流及び火山活動状況について、砂防工事関係者の安全

対策のためCCTVカメラ等により監視・観測を行っています。また、これらの観測デー
タを京都大学、気象台及び関係自治体と共有することで、地域の安全安心の確保
（警戒避難）にも寄与しています。

ワイヤーセンサー
ＣＣＴＶカメラ

地上雨量計

土石流発生と噴火回数と降灰量のグラフ

河口から上流への監視・観測体制

砂防－３

爆発（噴火警戒レベル５）映像
（令和4年7月24日）

土石流映像（令和4年11月29日）

※噴火・爆発回数はR5.2末時点の回数（気象庁発表資料より）



＜直轄砂防管理＞

野尻川土石流対策工砂防設備修繕

・除石工、砂防設備修繕

＜直轄砂防管理＞

黒神川土石流対策工砂防設備修繕

・除石工、砂防設備修繕

＜直轄火山砂防＞

春松川流域砂防施設改築

＜直轄火山砂防＞

桜島砂防施設改築（管内）

【桜島直轄砂防事業】令和５年度 事業箇所位置図

位置図

桜島 直轄砂防事業・
直轄砂防管理事業

＜直轄火山砂防＞

持木川流域砂防施設改築





道路－１ 

①  一般国道２２０号（東九州自動車道） 日南
に ち な ん

・ 志布志
し ぶ し

道路 

 

 事業の概要  

  当路線は、地域観光の発展に寄与するとともに、飼料輸送など産業活動を支援し、並

行する国道２２０号の縦断線形不良箇所や事故率の高い箇所等を回避する安全で円滑な

高速ネットワークの形成を目的とする道路です。  

 

  事業区間  

○  夏井
な つ い

ＩＣ（仮称）～ 志布志
し ぶ し

ＩＣ（延長 3.7km）【鹿児島県側】  
 
  （参考）  

○  日南
に ち な ん

東郷
と う ご う

ＩＣ～ 油津
あ ぶ ら つ

ＩＣ（仮称）（延長 3.2km）【宮崎県側】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道路－２ 

②  一般国道２２０号（東九州自動車道） 油津
あ ぶ ら つ

・ 夏井
な つ い

道路 

 

 事業の概要  

  当路線は、南海トラフ地震時の津波浸水域を回避し、災害時の救助活動等にも機能す

るとともに、並行する国道２２０号の木材輸送など産業活動を支援し、地域観光振興に

も寄与する安全で円滑な高速ネットワークの形成を目的とする道路です。  

 

  事業区間  

○  奈留
な る

ＩＣ（仮称）～ 夏井
な つ い

ＩＣ（仮称）（延長 14.1km）のうち  

鹿児島県側（県境～ 夏井
な つ い

ＩＣ（仮称））  

 

  （参考）  

○  油津
あ ぶ ら つ

ＩＣ（仮称）～ 南郷
な ん ご う

ＩＣ（仮称）（延長 6.4km）【宮崎県側】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道路－３ 

③一般国道２２０号  古江
ふ る え

バイパス  

 

 事 業 の 概 要  

  当 路 線 は 、 鹿 屋
か の や

市 白 水
し ろ み ず

町 か ら 垂 水
た る み ず

市 新 城
し ん じ ょ う

ま で の 交 通 混 雑 の 緩 和 及 び 交

通 安 全 の 確 保 を 目 的 と し た 道 路 で す 。  

 

  事 業 区 間  

○  白 水
し ろ み ず

～ 古 里
ふ る さ と

地 区 （ 延 長 2 . 3k m）  
 

○  鹿 屋
か の や

市 花 岡
は な お か

町 ～ 垂 水
た る み ず

市 新 城
し ん じ ょ う

（ 延 長 3 . 9km）  
 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ ０ 日 開 通  

○  鹿 屋
か の や

市 古 里
ふ る さ と

地 区 （ 延 長 1 . 3km）  
 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ６ 日 開 通  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④一般国道２２０号 牛根 境 防災
う し ね さかい

１．概 要

一般国道２２０号牛根 境 防災は、垂水市牛根 境 から霧島市福山 町 において
う し ね さかい た る み ず う し ね さかい き り し ま ふ く や ま ちよう

異常気象時の事前通行規制や斜面崩壊等の災害による通行止めを回避し、日常

生活や地域産業の輸送ルートとして信頼性の高いルートの確保を目的とする道

路です。

■ 事 業 区 間：鹿児島県垂水市牛根 境
か ご し ま た る み ず う し ね さかい

～霧島市福山 町 （延長4.5ｋｍ）
き り し ま ふ く や ま ちよう

道路－４








